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１ 消費生活協同組合のあらまし 

 

消費生活協同組合（以下「生協」又は「組合」という。）は、消費生活

協同組合法（以下「法」という。）に基づき設立された非営利団体です。 

生協は、同じ地域に住む方々（地域生協）、同じ職場で働く方々（職域

生協）が出資し組合員となり、組合員の生活の安定と生活文化の向上を図

る事業や助け合い活動を行います。近年、少子高齢化の進展、家族構成の

変化などによって、地域社会の支え合いが失われつつあるなか、生協の助

け合い活動には、大きな期待がかかっています。 

法では、法的な基準や原則が次のとおりとなっています。 

 

組合基準 （法第２条第１項） 

生協は、法に別段の定めのある場合を除き、次の要件を備えなければな

りません。 

(1) 一定の地域又は職域における人と人との結合であること 

(2) 組合員の生活の文化的経済的改善向上を図ることのみを目的とす

ること 

(3) 組合員が任意に加入し、又は脱退することができること 

(4) 組合員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等で   

あること 

(5) 組合の剰余金を割り戻すときは、主として事業の利用分量により、

これを行うこと 

(6) 組合の剰余金を出資額に応じて割り戻す場合には、その限度額が

定められていること（法第 52 条により年１割以内） 

 

最大奉仕の原則 （法第９条） 

生協が実施する事業は、組合員への最大の奉仕が目的であり、営利を目

的としてはならないこととなっています。 

 

事業の種類 （法第 10 条） 

生協が行うことができる事業は、法により規定されていますが、実際に

行う事業については、各生協が定款に定めることとなります。 

(1) 供給事業 

組合員の生活に必要な物資を仕入れ、安全で安心な物資を供給す

る事業 

(2) 施設利用事業 

組合員の生活に有用な食堂などの協同施設を設置し、組合員に      

利用させる事業   
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(3) 生活文化事業 

組合員の生活内容を豊かにする講習会や音楽会などを開催し、組

合員の生活の改善及び文化の向上を図る事業 

(4) 共済事業 

災害や事故に対して組合員に共済金を給付する事業 

(5) 教育事業 

組合員及び役員に対して組合の理念や組合事業に関する知識の  

向上を図る事業 

(6) 医療事業 

(7) 福祉事業 

(8) その他上記事業に附帯する事業  

 

２ 消費生活協同組合の組織と運営 

生協は、自らの生活文化の向上を図ろうとする人々が、自由な意志に基

づいて協同で設立・運営する組織であり、その運営については、「組合員」

自身が主体となって決定していくべきものです。 

しかし、生協は法に基づく特別の法人であり、その社会的責務は非常に

大きく、責任ある経営が求められています。 

生協の組織と運営は、その組合の定款によって定められていますが、運

営に重要な「総会」「役員」等については、次のようになっています。 

 

総 会 

生協は、組合員が出資し、利用し、運営する自主的組織ですが、組合の

基本方針を決めて、計画に沿って運営されるために、組合員の意思を集約

する総会において、基本方針を決定し、承認されなければなりません。 

総会は、組合運営の方針決定、事業計画、収支予算等定款で定められた

事項を決定する組合の最高議決機関です。 

通常総会は、定款の定めるところにより、毎事業年度１回開かなければ

ならず、必要があれば臨時総会を開きます。 

総会においては、組合員１人１人票の議決権があり、議事は過半数で決

し、定款変更等の重要な事項については、組合員の過半数が出席して、３

分の２以上の特別議決を要します。 

法第 40 条では、総会で議決すべき事項として、次の項目が規定されて

います。 

 

(1) 定款の変更 

(2) 規約の設定、変更及び廃止 

(3) 組合の解散及び合併 

(4) 毎事業年度の事業計画の設定及び変更 

(5) 収支予算 

(6) 出資一口の金額の減少 

(7) 事業報告書並びに決算関係書類その他組合の財産及び損益の状況

を示すために必要かつ適当なものとして厚生労働省令で定めるもの 
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(8) 組合員の除名及び役員の解任 

(9) 連合会への加入又は脱退 

(10) その他定款で定める事項 

 

総代会 

組合員数の増加や区域が広範囲になるなど、生協の規模が大きくなると、

総会開催や総会で組合員の意思を反映することが困難になってきます。 

このことから、法第 47 条では、500 人以上の組合員を有する組合は、定

款に定めるところにより、総会に代えて、組合員の代表に選ばれた「総代」

による「総代会」を設けることができると規定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

役 員 

法第 27 条では、組合には役員として理事と監事を置くこと、理事の定

数は５名以上、監事の定数は２名以上と規定されています。 

また、法第 28 条では、役員は定款の定めるところにより組合員のうち

から総（代）会において選挙すると規定されています。 

なお、定款の定めるところにより、役員選任規約に基づき役員を選出し

ている生協にあっては、総（代）会において出席者の過半数による議決が

必要です。 

総（代）会議事録には議決の結果を記載する必要があります。 

役員は生協の趣旨並びに法をよく理解し、生協の健全な事業運営を進め

ていくことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選挙の公告 

総代選挙及び役員選挙の実施に当たっては、必ず組合員に対して公告を

行う必要があります。 

◆「消費生活協同組合模範定款例」（令和４年９月１日社援地発第０

901 第 2 号厚生労働省社会・援護局地域福祉課長通知）（抄） 

＜第○○条(役員の選任)関係＞ 

１ 選任とは、従来の選挙とはまったく別個に、役員の選出を他の議決事項と同様

に議案の1つとして総(代)会に提出し、出席者の過半数による議決によって役員を

選出することをいう。つまり、役員の選出を選挙によって行う場合は、選挙権の行

使であり、選任による場合は、議決権の行使である。 

２ （略） 

その委任状、書面議決書は有効ですか？ 

○ 指導検査において、総（代）会に係る委任状や書面議決書について、これらを組合が

収受した日付が確認できないケースが散見されています。 

○ 委任状や書面議決書は、総(代)会の定足数や議決に係る重要なものとなります。 

○ そのため、総(代)会の会日までに組合が収受したことを証するため、委任状や書面

議決書には必ず、組合が収受した日付を明らかにするため、収受印を押印しましょう。 
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公告の方法として、法第 26 条第３項では「組合は、公告の方法として、

当該組合の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款

で定めることができる。」と規定、消費生活協同組合模範定款例第 78 条

第１項第１号でも公告の方法として、事務所の店頭に掲示する方法や官報、

日刊新聞紙に掲載、電子公告による方法が規定されています。 

また、公告の期間については、法に特段の定めはありませんが、民法

（明治 29 年法律第 89 号）第 98 条第３項の規定を参考とするなど、相当

期間の掲示を行う必要があります。 

広く世の中（生協の場合は組合員）に告げ知らせるという公告の趣旨を

十分に理解した上で、法及び定款の規定に則り、適正な公告を実施しなけ

ればなりません。 

なお、公告は、選挙以外でも必要な場合がありますので、日頃から法及

び定款の確認を心掛けましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  消費生活協同組合法（昭和23年法律第200号）（抄） 

（定款） 

第二十六条 （略） 

２ （略） 

３ 組合は、公告方法として、当該組合の事務所の店頭に掲示する方法のほ

か、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。 

以下、（略） 

 

  消費生活協同組合模範定款例（令和４年９月１日社援地発 0901 第２号厚生労働

省社会・援護局地域福祉課長通知）（抄） 

（公告の方法） 

第78条 この組合の公告は、以下の方法で行う。 

(1) 事務所の店頭に掲示する方法 

(2) 官報に掲載する方法 

(3) 日刊新聞紙に掲載する方法 

(4) 電子公告による方法 

以下、（略） 

 

  民法（明治二十九年法律第八十九号）（抄） 

第九十八条 （略） 

２ （略） 

３ 公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示

を始めた日から二週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。ただ

し、表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失が

あったときは、到達の効力を生じない。 

以下、（略） 
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理事会 

理事は、組合の代表者であり、日常の業務運営を執行する執行者です。

通常、理事の中から選ばれた「理事長」「専務理事」「常務理事」等の一部

の理事が常勤として事業執行を担当していますが、常勤でない理事であっ

ても、法令、定款、規約及び総(代)会の決議を遵守して、組合のために、

忠実にその職務を遂行しなければなりません。また、各理事は連帯して責

任を負うことになります。 

理事会の議決事項は、次のとおりです。 

(1) 組合の財産及び業務の執行に関する重要な事項 

(2) 総（代）会の招集及び総（代）会に付議すべき事項 

(3) 組合の財産及び業務の執行のための手続きその他この組合の財産及び

業務の執行について必要な事項を定める規則の設定、変更及び廃止 

(4) 取引金融機関の決定 

(5) 前各号のほか、理事会において必要と認めた事項 
 

理事会は、業務執行の重要事項や方針の決定を行うため、その審議内容

について、正確に記録した議事録を整備保管することが必要です。 

理事会議事録については、法第 30 条の５、法施行規則第 60 条により規定

されています。 
 

【理事会の議事録】 

(1) 議事録は書面又は電磁記録をもって作成しなければならない。 

(2) 内容として、開催日時、場所、理事会議事の経過の要領及びそ          

の結果、理事会に出席した理事、監事及び会計監査人の氏名又は名称、

理事会議長の氏名とする。 

(3) 理事会の日から 10 年間事務所に備え置かなければならい。 

(4) 組合員は、生協の業務取扱時間内は、いつでも、閲覧又は謄写          

の請求ができる。 

(5) 組合の債権者は、役員の責任追及のため必要があるときは、裁          

判所の許可を得て閲覧又は謄写の請求ができる。 
  

なお、議事録は、総（代）会についても同様に作成し、整備保管すること

が必要です。総（代）会議事録については、法第 45 条、法施行規則第 163

条に規定されています。   

防衛特別法人税が創設されました 

令和７年３月３１日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律（令和７年法律第１３号） （令

７改正法）」により「我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措

置法（防確法）」が改正、防衛特別法人税が創設され、同日に決算日を迎える組合にあっては、税効

果会計の適用における令和8年4月1日以後に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異

等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に際して、防衛特別法人税の影響を反映する必要

があります。 

詳細は、 

https://www.asb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/4/20250220_02.pdf 

https://www.asb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/4/20250220_02.pd
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監 事 

（1） 理事会への出席義務について 

生協法第 30 条の３第３項において準用する会社法（平成 17 年法律第

86号。以下「会社法」という。）第 383条では「監査役は、取締役会に

出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。」

と規定されています。 

このことから、監事は、必ず理事会へ出席し、必要に応じて意見を

述べなければなりません。 

（2） 総（代）会議案書等の調査義務について 

生協法第 30 条の３第３項において準用する会社法第 384 条では「監

査役は、取締役が株主総会に提出しようとする議案、書類その他法務省

令で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若

しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、そ

の調査の結果を株主総会に報告しなければならない。」と規定されてい

ます。 

このことから、監事は、必ず、理事が総（代）会に提出しようとす

る議案書及び書類等を調査しなければなりません。この場合において、

法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があるときは、その

調査結果を総（代）会に報告しなければなりません。 

なお、監事は、総（代）会において監査報告を行うため、上記に係

る報告事項がない場合であっても、総（代）会へ出席する必要がありま

す。 

 

３ 消費生活協同組合運営上の留意事項 

（１）組合員の管理 

組合員の管理は生協の基本的事項であり、法第 25 条の２の規定に基づ

き、組合員の氏名又は名称及び住所、加入年月日、出資口数、払い込ん

だ金額及びその払込年月日を正確に記載した組合員名簿を主たる事務所

に備え、常に状況を把握しておかなければなりません。 

生協は、相互扶助の精神に則った組合員による自主的な組織体ですか

ら、組合員への情報開示や生協の運営に組合員が積極的に参加できるよ

うな組織づくりが大切です。 

また、長期間にわたり組合の事業を利用しない、いわゆる睡眠組合員

とみなされる組合員は、名簿上区別して正確な管理をしたうえで、定款

に定める方法により、整理するよう努めなければなりません。 

 

（２）いわゆる二項組合員の承認基準 

組合員の資格として、法第 14 条第 2 項により「地域による消費生活協

同組合にあっては、定款の定めるところにより、前項第１号に掲げる者

のほか、その区域内に勤務地を有する者でその組合の施設を利用するこ

とを適当とするものを組合員とすることができる。」と規定、同法第 3項
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では、「職域による消費生活協同組合にあっては、定款の定めるところ

により、第１項第２号に掲げる者のほか、次に掲げる者であってその組

合の施設を利用することを適当とするものを組合員とすることができる。

（※同項第１号及び第２号は省略）」と規定されている。 

また、「消費生活協同組合模範定款例」（令和４年９月１日社援地発

第 0901 第２号厚生労働省社会・援護局地域福祉課長通知）第６条２項で

は、「この組合の区域内に勤務する（※区域付近に住所を有する者又は当

該区域内に勤務していた）者でこの組合の事業を利用することを適当と

するものは、この組合の承認を受けて、この組合の組合員となることが

できる。」と規定、更に「この組合の承認を受けて」の「承認」につい

て、次のように解説している。（※は職域の組合に適用。） 

 

 

 

 

 

 

 

以上のことから、地域、職域ともに原則として、その地域内に住所を

有する者や、同一職場に勤務する者をもって組織すべきであるところ、

組合の施設を利用させることが適当とする者に対し例外的に組合員とす

ることが認められているため、予め、いわゆる二項組合員の承認基準を

理事会の承認を受けて設けなければなりません。組合員の資格の確認つい

ては、理事会の承認を受けた承認基準に沿って確認し、承認されるよう

お願いします。 

 

（３）員外利用の禁止 

法第 12 条第３項では、生協が組合員以外の者にその事業を利用させる

ことを原則禁止しています。生協は、組合員への奉仕を最大の目的（法

第９条）としているため、組合員以外の者に対して奉仕することは、組

合員の利益を損なうことにつながるからです。 

ただし、法第 12 条第４項により、中小小売商の事業活動への影響等を

考慮した上で、行政庁の許可を得た場合には、員外利用をさせることが

できます。 

例えば、生協や店舗の地元自治体、商店会、自治会等が主催するまつ

り等へ参加する場合、員外利用の許可を取得すれば、物品を販売するこ

とができます。 

員外利用の許可申請を計画している場合には、早めに消費生活課指導

グループ生協担当まで御相談ください。（担当の連絡先は 40ページに記

載のとおりです） 

なお、生協の店舗での員外利用は認められません。 

利用する方には、組合員証の提示を求めたり、店頭等の適当な場所に

組合員のみが利用できる旨及び組合への加入方法を周知する掲示を行う

この「承認」は、その者の承認した当時の状況が続くことを条件としているもので、

その者が承認した当時と異なった状態になった場合には、承認の効果が喪失するいわゆ

る解除条件付きの承認と解すべきものである。この承認は理事会で行うべきものである

が、理事会においては、あらかじめこの承認の基準を定め、この基準に適合する者から

の加入申請の承認については、申請のあったときに承認されたものとみなし、理事会に

事後報告することにより承認する方法を採っても差しつかえない。 
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こと等により、員外利用の防止に努めることが大切です。 

 

 

 

 

 

（４）組合員に対する情報開示と監査の充実 

組合の民主的な運営を確保するためには、組合員に対して組合活動に

関する情報を十分に提供することが不可欠であり、債権者保護の見地か

らも必要な情報の開示が求められています。組合員及び債権者がいつで

も閲覧できるよう、事業報告書、財務諸表などの書類を主たる事務所に

備えておかなければなりません。 

組合員への情報開示の方法としては、総（代）会、事務所での閲覧が

ありますが、総（代）会に出席できない組合員には、機関紙への掲載、

各組合員への郵送などを積極的に行い、組合の現状を正しく組合員に伝

えることが重要です。 

また、組合の社会的役割が増大し、社会に対する影響力が高まるにつ

れ、組合員の信頼や社会的信頼を得るための監査体制の充実が重要にな

っています。そこで、監事監査の充実、外部監査機関や公認会計士等の

活用により適正な監査に努めることが大切です。 

 

（５）政治的中立の原則 

法第２条第２項では、「組合は、これを特定の政党のために利用して

はならない」と規定しています。 

この趣旨は、組合は、組合員の生活の文化的経済的改善向上を図るこ

とのみを目的とする組織であって政治的団体ではありません。組合が政

治問題に組織として深くかかわることは、多様な考えをもつ組合員に混

乱と分裂をもたらすばかりでなく、組合に対する誤解や偏見を生み、組

合の活動の幅を狭め、消費者の組合への参加を阻害し、ひいては組合の

本来の目的達成を困難にするなど、組合の健全な運営と発展にとつて障

害となるおそれが強くなるためです。 

このようなことから、組合は政治問題には慎重であるべきであり、と

りわけ選挙の際に理事会、総（代）会等組合の機関で特定の政党又は候

補者の支援を決定したり、組合の機関紙により特定の政党又は候補者を

推薦するなど組織として特定の政党又は候補者の支援は禁止されていま

す。 

なお、組合がその行う事業に関して組合員の生活文化の改善向上を図

る見地から意見表明を行うなど組合の健全な発展のために政治活動を行

うことは、禁止されるものではなく、また、組合の役職員や組合員が個

人として政治活動の自由を有することは言うまでもありません。 

 

選挙に際し組合を特定の政党のために利用すると考えられる事例は次 

のとおりです。 

※ 員外利用については、別冊「員外利用編」に詳しく記載しています

ので、 必ず、御確認ください。 
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(1) 理事会、総（代）会等の組合の機関において、特定の政党又は候

補者の支援を決定すること。 

(2) 組合が発する文書図画によって、特定の政党又は候補者の推薦等

を行うこと。 

(3) 店舗等組合が管理する施設において、特定の政党又は候補者のポ

スター等を掲示すること。 

(4) 特定の政党又は候補者の選挙運動のために、組合が管理する施設、

車両、備品等を提供すること。 

(5) 特定の政党又は候補者を直接支援することを目的とする組織に、

組合として参画（金銭の支出を含む）すること。 

 

（６）教育事業繰越金といわゆる教育事業の実施 

法第 51 条の４第４項では「組合は、毎事業年度の余剰金の 20 分の１

以上を翌事業年度に繰り越さなければならない。」と規定され、更に、

同条第５項では「前項に規定により繰り越した余剰金は、第 10条第１項

第５号の事業の費用に充てるものとする。」と規定されています。 

第 10 条第１項第５号の事業（組合員及び組合従業員の組合事業に関す

る知識の向上を図る事業（いわゆる教育事業））は、すべての組合が毎

事業年度に必ず実施しなければならない事業で、その原資となるのが教

育事業繰越金となります。 

組合で創意工夫を凝らして教育事業繰越金の額に見合った教育事業を

実施してください。 

なお、同条同項ただし書きでは「その余剰金の全部又は一部を、組合

員が相互の協力の下に地域において行う子育て支援、家事に係る援助そ

の他の活動であって組合員の生活の改善及び文化の向上に資するものを

助成する事業の費用に充てることを妨げない。」とも規定しています。 

留意点 

○ 教育事業繰越金は「繰り越さなければならない」繰越金です（法第

51条の４第４項）。「積み立てなければならない」積立金（法第 51条

の４第１項）ではありませんが、積立金処理を行うなど誤った会計処

理を行っている組合が散見されます。教育事業を実施するための繰越

金のため、剰余金の処分による積立及び取崩は行わず、翌期の損益計

算書において「当期期首繰越余剰金」に含めて表示します。 

○ 教育事業繰越金は、損益計算書の税引後当期余剰金（但し、欠損金

があればそれを控除する。）に 20 分の１を乗じて算定します。当期末

未処分余剰金に 20 分の１を乗じて算定するなど誤った計算で算定する

組合が散見されます。 

○ 教育事業繰越金を繰り越した場合は、余剰金処分案に注記する必要

があります。 
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（７）その他 

関連会社、子会社 

○ 子会社等の設立 

法は組合という事業主体を認めており、組合の事業は法の規定に従い

組合を通じて行うことが原則となります。 

また、子会社等への出資金は組合の事業活動の成果として得られたも

のや実質的には組合員の出資金の一部であり、それは本来組合員に帰属

すべきものであって組合員を無視した子会社等の設立や運営は許されな

いこと等から、組合が出資して設立する子会社等については、組合と一

体のものとして取り扱うべきであり、組合と切り離して自由な設立や活

動を認めることは適当ではありません。 

このような子会社等の基本的性格、協同組合原則に掲げる協同組合間

協同の原則等に鑑み、子会社等の設立は、次のように組合の本来事業の

円滑な実施のために止むを得ない場合に限定されるものとなります。 

なお、子会社等の事業規模は、原則として組合の本来事業の事業規模

を上回らないようにしなければなりません。 
 

① 組合で取り扱う物資の運送、包装、生産、加工など組合の通常業務

と労働条件等が著しく異なる業務を処理するため組合が子会社等を設

立してこれを委託する場合。 

この場合、当該子会社等は、専ら組合のために事業活動を行い、一

般の企業や非組合員を対象とした事業活動を行うことは認められませ

ん。 

② 組合の供給事業に必要な物資等を優先して取得するため又は①の特

殊な業務を共同して処理するため、組合が他の組合、農協、漁協等他

の協同組合等と合弁で子会社等を設立する場合。 

この場合、当該子会社等は、専ら組合及び他の協同組合等のために

事業活動を行い、一般の企業や非組合員を対象とした事業活動を行う

ことは認められません。 
 

○ 民主的運営の確保 

組合員による民主的運営を確保するため、子会社等の設立に当たって

は、その目的、事業計画、収支見込み等について総（代）会の議決を得

ることが必要です。 
 

○ 役員 

組合の常勤役職員は、その組合に関する職務を忠実に履行する義務が

○ 税引後当期余剰金の 20 分の 1 以上を満たさない額を教育事業繰越金

として繰り越している場合、これは法第 51 条の４第４項の規定に反し

た法違反のおそれとなりますので、特に注意が必要です。 

特 に 注 意 ! ! 
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あるので、子会社等の常勤役職員との兼任を避けることが望ましいこと。 

また、組合の監事は、業務執行機関との分離及び組合の監査の適正化

の趣旨に鑑み、子会社等の取締役又は使用人を兼ねてはならないととも

に、子会社等の監査役全員を組合の監事で占めることはできません。 

なお、組合の常勤役職員が子会社等の非常勤役職員を兼ねる場合には、

原則として子会社等から給与等を受けることはできません。 

 

商品宣伝、広告関係 

生協が発行するチラシ等については、組合員価格と一般価格を併記した

員外利用を誘発する表示はもちろんのこと、一般商品を不当に誹謗するよ

うな広告は控えることが必要です。 

また、商品の表示、チラシ、提供する景品等については、「不当景品類

及び不当表示防止法（以下「景品表示法」という。）」の規定に基づき、

注意が必要です。 

景品表示法に基づく景品規制の概要は、次の３つとなります。 

御不明な点は、消費生活課景品表示法担当へお問い合わせください。 
 

① 総付景品の限度額 

一般消費者に対し、「懸賞」によらずに提供される景品類は、一般に

「総付景品(そうづけけいひん)」、「ベタ付け景品」等と呼ばれてお

り、具体的には、商品・サービスの利用者や来店者に対してもれなく提

供する金品等がこれに当たります。商品・サービスの購入の申し込み順

又は来店の先着順により提供される金品等も総付景品に該当します。 

取引価格 景品類の最高額 

1,000 円未満 200 円 

1,000 円以上 取引価格の 10 分の 2 

※ その場で新たに組合員になった方に係る取引価格は、その時点で出資し

た額となります。 
 

② 一般懸賞における景品類の限度額 

商品・サービスの利用者に対し、くじ等の偶然性、特定行為の優劣等

によって景品類を提供することを「懸賞」といい、共同懸賞以外のもの

は、「一般懸賞」と呼ばれています。 

懸賞による取引価格 
景品類限度額 

最高額 総額 

5,000 円未満 取引価格の 20 倍 懸賞に係る売上予定総

額の２％ 5,000 円以上 10 万円 

（例） 

  抽選券、じゃんけん、競技、遊戯等の優劣等により提供 

  パズル、クイズ等の回答の正誤により提供 

  一部の商品にのみ景品類を添付していて、外観上それが判断でき

ない場合 など 
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③ 共同懸賞における景品類の限度額 

景品類限度額 

最高額 総額 

取引価格に関わらず 30 万円 懸賞に係る売上予定総額の３％ 

（例） 

  一定の地域(市町村等)の小売業者、サービス業者又は同業者の相

当多数が共同で実施 

  中元・歳末セール等、商店街(これに準ずるショッピングビル等を

含む。)が実施 など 

 

４ 許認可申請、各種届出等について 

○ 法、法施行規則及び施行細則に基づく、県所管生協（連合会）が生

協事業に関して行う県知事への許可（認可）申請、届出等の手続きに

ついては、あらかじめ、書類作成段階から、消費生活課指導グループ

に協議してください。 

○ 定款の変更（※厚生労働省令で定める事項に係るものは除く。）は、

行政庁の認可を受けなければその効力が生じません。（法第 40 条第４

項）また、共済（貸付）事業規約の設定、変更又は廃止も同様です。

（法第４０条第５項及び第６項） 

○ 定款及び共済（貸付）事業規約の変更認可については、総（代）会

での議決前に消費生活課が内諾を行っています。定款変更又は共済

（貸付）事業規約の変更を予定している場合には、早めに消費生活課

指導グループ生協担当まで御相談ください。 

○ 提出書類は、原則として、「日本工業規格Ａ４縦」で作成し、届出

書ごとに添付書類とともにホッチキスで止めてください。添付書類は

既存のサイズで結構です。 

○ 設立（法第 58 条）、合併（法第 69 条）、解散（法第 62 条）、 継

続（法第 63 条）の手続きについては、ここでは省略していますので、

個別に協議してください。 

○ 書類提出の発生事由によって、添付書類が重複するもので交付手数

料を要する登記事項証明書などは、事前に消費生活課指導グループに

相談してください。 

○ 政令市（横浜市、川崎市、相模原市）を経由するものについては、

18 ページを参照してください。 

○ 総（代）会終了届は、施行細則第２条により、総（代）会終了後２

週間以内に提出してください。その他の届出等書類の提出期限は、厚

生労働省の示す「届出書等一覧」に準じてください。 

○ 員外利用許可申請書及び事業休止届については、生協全体の事業活

動に係るものと、特定の施設等の事業活動に係るもので提出先が異な

※様式３のワンポイントアドバイスを参照。 
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る場合がありますので、ページの「※２」を参照してください。 

○ 定款を変更した際には、附則の施行年月日を入れた定款のデータを

消費生活課指導グループ生協担当まで御恵与ください。   

万が一、定款の変更が

認可できなかった場合

には、総（代）会をや

り直さなければならな

くなってしまうニャ！ 

 

・横浜市経済局市民経済労働部消費経済課消費生活係 

 〒231-0005 横浜市中区本町 6 丁目 50 番地の 10 

 電話：（045）671-2584 

 

・川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター企画係 

 〒210－0006 川崎市川崎区砂子 1-8-9 川崎御幸ビル 5 階 

電話：（044）200‐2262 

 

・相模原市市民局消費生活総合センター 

〒252-0143 相模原市緑区橋本 6－2－1 シティ・プラザはしもと内 

電話：（042）775-1770 

 

政令市（横浜市、川崎市、相模原市）の経由先一覧 
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１ 総（代）会議事録に本来であれば、３分の２以上賛成の特別議決で可

決した旨を記載すべきところ、賛成多数で可決した旨を記載していた。 

【指導検査で指摘】 

○ 総（代）会において、組合員(総代)の半数以上が出席し、その３

分の２以上賛成の特別議決が必要となる場合 

(1) 定款の変更 

(2) 解散及び合併 

(3) 組合員の除名 

(4) 事業の全部の譲渡、共済事業の全部の譲渡及び共済契約の全部の移転 

(5) 定款第 25 条第５項の規定による役員の責任の免除 

２ 各種届出に際し、間違った届出書の様式が使用されていた。 

(1) 「役員選挙（選任）届」による届出が必要な場合 

ア 総（代）会で役員選挙を実施した場合 

イ 「役員選挙規約」規定に基づき、立候補者が定数内であったため、

総（代）会で選挙を実施せず、議決により役員を選任した場合 

ウ 「役員選任規約」の規定に基づき、総（代）会において役員を選

任した場合 

※「役員変更届」による届出は、誤りです。 

(2) 「役員変更届」による届出が必要な場合 

ア 役員が婚姻等により姓が変わった場合 

イ 役員が転居したことにより住所が変わった場合 

ウ 役員が居住する現住所の住居表示が変わった場合 

３ 添付書類が不足していた。 

複数の申請・届出を一度に行う場合、各申請・届出書それぞれに添付

書類が必要です。 

※例えば… 

  定款変更認可申請、総代会終了届、役員選挙（選任）届を一度に提

出する場合には、それぞれに総代会議事録謄本の添付が必要です。 

４ 役員選挙届に総（代）会議事録謄本の添付がなかった。 

役員選挙届に理事会議事録謄本が添付されているケースが散見され

ますが、総（代）会議事録謄本を添付してください。 

    【 注 意 】 このような事 案 が散 見 されています！ 
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５ 変更登記が期限内にされていなかった。       【指導検査で指摘】 

事務所の所在場所、役員の変更及び公告の方法等を変更した場合は

２週間以内、出資の総口数及び払い込んだ出資の総額の変更は、事業

年度終了後４週間以内に変更登記が必要です。 

詳細は、法第 75 条を参照してください。 

６ 登記事項証明書の写しが添付されていた。 

「定款変更登記完了届」、「役員登記完了届」及び「事務所変更

届」には、登記事項証明書の原本の添付が必要です。 

７ 提出部数が不足していた。 

申請や届出、生協が所在する市により、提出部数が異なりますので、

18 ページ及び 21 ページを必ず御確認ください。 

８ 役員が任期途中で辞任していたが、届出がされていなかった。 

理事又は監事が任期満了を待たず辞任した場合には、速やかに「様式

11 役員辞任（解任）届」により、届出が必要です。 

なお、総代会の議決をもって役員を解任した場合には、総代会の議事録

謄本（当該役員の解任決議の記載があるもの。）の添付をお願いします。 

９ 役員選挙（選任）届に添付された総代会議事録謄本で、改選（重任も

含む。）された役員の氏名が確認できなかった。 

総代会議事録謄本で、改選された役員の氏名が確認できない場合に

は、総代会議案書も併せて御提出ください。 

１０ 行政庁の認可が必要な定款変更で、変更した定款の施行日を総（代）

会における議決日としていた。 

行政庁の認可を受けていない定款は効力が生じていません。変更した

定款の施行日は、必ず、変更認可日以降の日付とする必要があります。 

１１ 総（代）会において、議長にも議決権を与えていた。 

議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有していない（法第

41条第３項）ため、各議案の採決の際には、議長を除いて採決しなけれ

ばなりません。 

１２ 生協で実施していない事業を定款に定めていた。 【指導検査で指摘】 

定款の事業項目に列挙する事業は、生協が実際に実施している事業と

してください。 
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１３ 生協店舗のホームページ及び SNS 内の記載が、あたかも生協店舗での

員外利用が可能であるかの記載をしていた。     【指導検査で指摘】 

原則として、生協は店舗に来店した組合員以外の顧客に対して、生協

を利用させることはできないため、ホームページや SNS で「お試し購入

が可能」のような記載は不適切なものとなります。 

１４ 理事会で役員の代行順位が決められていなかった。 

役員改選直後の理事会では、代表理事を選任するとともに、理事長、専

務理事等に事故があった場合の役員代行順序を決める必要があります。 

決めた順序は、選任した代表理事の氏名とともに、議事録に記載して

おく必要がります。 

１５ 総代選挙の実施に当たり、公告を行っていなかった。【巡回指導調査を実施】 

原則として、公告は当該組合の事務所の店頭に掲示する必要があり

ます。また、公告期間については、法に特段の定めはありませんが、

民法（明治 29 年法律第 89 号）第 98 条第３項の規定を参考に相当期間

をもって適切に実施してください。 

１６ 貸借対照表には、現金預金、保険未収金、自費未収金、出資金、買

掛金、未払金の計上がされているにも関わらず、金融商品会計（時

価注記）を適用していなかった。         【指導検査で指摘】 

金融商品会計基準を正しく理解した上で、金融商品会計基準を適用

してください。 

１７ 過去３期連続で営業利益が赤字となっているにも関わらず、減損の

適用を行っていなかった。             【指導検査で指摘】 

対象資産について、減損の適用を検討してください。 

１８ 税法基準で計上している貸倒引当金について、実際の未入金の滞留

残高が貸倒引当金計上額を超過、中には、長期にわたる滞留金が含

まれていた。                              【指導検査で指摘】 

現在の貸倒引当金計上額が十分か検討してください。 

１９ 総（代）会（理事会）議事録謄本について袋とじ等がされていなかった。 

総（代）会（理事会）議事録謄本が複数ページに亘るときは、必

ず、袋とじ（袋とじ部分に割印）または、各ページに割印を押印の上、

理事長による原本証明をしてください。 
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２０ 監査計画が確認できなかった。            【指導検査で指摘】 

監事監査規則では、毎事業年度の初めに当該事業年度に実施する監査の実施計

画を作成しなければならないと規定されているが、監査計画が確認できなったた

め、毎事業年度の初めには必ず、監査計画を作成する必要があります。 

２１ 監事の理事会への出席が確認できなかった。       

監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなくければな

らなりません（法第30 条の３第３項において準用する会社法第383 条）が、理事

会議事録で監事の出席が確認できなかったため、監事は必ず理事会に出席する必

要があります。 

２２ 監事の総（代）会への出席が確認できなった。 

監事は、理事が総（代）会に提出しようとする議案、書類等を調査しなければ

なりません。この場合、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があ

ると認めるときは、その調査結果を総（代）会に報告しなければなりません（法

第30 条の３第３項において準用する会社法第384 条）が、総（代）会議事録で監

事の出席が確認できなかったため、監事は必ず総（代）会に出席する必要があり

ます。 

２３ 総代会議案書（監査報告書を含む。）の理事会議決が確認できなかった。 

【指導検査で指摘】 

総代会議案書（監査報告書を含む。）は、定款で理事会での議決事項と規定さ

れているため、必ず、理事会での議決を得る必要があります。 

２４ 総代会に理事の代理として役員以外の組合員の出席が確認された。 

【指導検査で指摘】 

理事は、総（代）会において選挙（選任）され選出された役員であるため、総

（代）会に役員以外の組合員が役員に代わっての代理出席は厳に慎まなければな

りません。 

２５ 総代選挙規約と役員選挙規約が混在した規約が確認された。 

【指導検査で指摘】 

総代選挙と役員選挙では、選挙の方法が相違していることから、それぞれ個別

に整備する必要があります。 

 

※毎年度、各組合（連合会）の代表理事あてに、検査、調査の結果概要

を送付していますので、必ず、確認し、役職員で共有した上で、今後

の適正な生協運営の参考としてください。 
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（１）政令市を経由する申請及び届出 

 経由区分 提 

出 

部 

数 

 所 

在 

市 

※

1 

主 

た 

る 

事 

務 

所 

の 

施 

設 

等 

の 

所 

在 

市

※

1 

 

 

 

 

 

 

  

消費生活協同組合設立認可申請書（法第57条、規則第233条） ○   3 

消費生活協同組合合併認可申請書（新設合併）（法第69条、規則第242条） ○   3 

消費生活協同組合合併認可申請書（吸収合併）（法第69条、規則第242条） ○   3 

消費生活協同組合解散認可申請書（法第62条、規則第234条） ○   3 

消費生活協同組合定款変更認可申請書（法第40条、規則第158条） ○   3 

消費生活協同組合員外利用許可申請書（法第12条、規則第12条）※2 ○   3 

消費生活協同組合員外利用許可申請書（法第12条、規則第12条）※2   ○ 3 

解散消費生活協同組合継続認可申請書（法第63条、規則第235条） ○  3 

消費生活協同組合定款変更届（法第40条第８項） ○  2 

消費生活協同組合解散届（組合員の減少による解散）（法第64条） ○  2 

消費生活協同組合総(代)会終了届（細則第２条） ○  2 

消費生活協同組合事業休止届（細則第８条第８号）※2 ○  2 

消費生活協同組合事業休止届（細則第８条第８号）※2   ○ 2 

消費生活協同組合事務所変更届（細則第８条第５号）   ○ 2 

消費生活協同組合施設等設置届（細則第８条第５号）   ○ 2 

消費生活協同組合解散届（法第62条第１項第２号又は第６号による解散） ○  2 

消費生活協同組合解散届（法第62条第１項第４号又は第５号による解散） ○  2 

※１ 政令市以外に主たる事務所または施設等の所在地がある生協については、

提出先は消費生活課指導グループとなります。 

※２ 員外利用許可申請書及び事業休止届については、生協全体の事業活動に係

るもので主たる事務所の所在地が政令市以外にある場合、または特定の施設

等の事業活動に係るもので、当該施設が政令市以外にある場合の書類の提出

先は消費生活課指導グループとなります。 

（注）消費生活課指導グループより書類の不足、訂正等の補正の連絡があった場合

で、当該書類を（再）提出する際は、直接、消費生活課指導グループへお送り

ください。（政令市に所在する組合であって、政令市の経由を必要としない届

出に係る場合は、政令市を経由する必要はありません。ただし、政令市を経由

する必要のある申請・届出の補正に係る場合には、政令市に差替えの送付をお

願いします。） 

経由先一覧 

・横浜市経済局市民経済労働部消費経済課消費生活係 

 〒231-0005 横浜市中区本町 6 丁目 50 番地の 10 

 電話：（045）671-2584 

・川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター企画係 

 〒210－0006 川崎市川崎区砂子 1-8-9 川崎御幸ビル 5 階 

電話：（044）200‐2262 

・相模原市市民局消費生活総合センター 

〒252-0143 相模原市緑区橋本 6－2－1 シティ・プラザはしもと内 

電話：（042）775-1770 
 

経由対象文書（根拠法令） 

法 ＝ 消費生活協同組合法 

規則＝ 消費生活協同組合法施行規則 

細則＝ 消費生活協同組合法施行細則 
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（２）添付書類一覧 

届出書等の名称 届出根拠 添付書類 

定款変更届 
法第 40 条 

第８項 

１ 定款変更の条項（新旧対照表を含む） 

２ 定款変更の理由書 

３ 総(代)会議事録の謄本 

定款変更登記完了届 
細則第８条 

第１号 

登記事項証明書 

※変更後2週間以内に登記しなければなりません。 

規約(規則 細則)制定届 

※規約の制定は、総（代）

会での議決が必要です。 

細則第８条 

第６号 

１ 制定した規約（規則 細則）の全文 

２ 制定した理由書 

３ 制定を議決した総（代）会(理事会)の議事録謄本 

規約（規則 細則）変更届 

※規約の変更は、総（代）

会での議決が必要です。 

細則第８条 

第６号 

１ 変更した規約（規則 細則）の条項 

２ 変更の理由書 

３ 変更を議決した総(代)会（理事会）の議事録謄本 

規約（規則 細則）廃止届 

※規約の廃止は、総（代）

会での議決が必要です。 

細則第８条 

第６号 

１ 廃止の理由書 

２ 廃止の議決をした総（代）会（理事会）の議事録

謄本 

役員選挙（選任）届 

※総（代）会で役員を選

挙、選任した場合に提出が

必要です。 

細則第３条 

１ 就任者の役職名、氏名、住所、就任年月日を記載

した書面 

２ 退任者の役職名、氏名、退任年月日を記載した書面 

３ 総（代）会の議事録謄本（議事録謄本で、選挙

（選任）された役員の氏名が確認できないときは、総

代会議案書も併せて添付。） 

役員辞任（解任）届 
細則第８条 

第３号 

１ 辞任（解任）者の役職名、氏名、辞任（解任）年

月日を記載した書面 

２ 総（代）会の議事録謄本（解任届の場合） 

※ 状況により役員補充の予定書 

役員変更届 
細則第８条 

第３号 

１ 変更した者の氏名、住所の新旧対照表 

２ 変更の年月日及び理由を記載した書面 

常任役員届 

（「常任役員」を選任した

ときのみ提出してくださ

い。） 

細則第８条 

第４号 

１ 常任役員の役職名、氏名 

２ 理事会議事録謄本（「常任役員」が記載されてい

るもの。） 

役員登記完了届  
細則第８条 

第２号 

登記事項証明書 

※変更（重任）後２週間以内に登記しなければなりま

せん。 

役員解任請求受理届 
細則第８条 

第 11 号 

１ 解任の理由書 

２ 請求書の受理年月日 

３ 請求に対する措置予定 

総（代）会終了届 細則第２条 
１ 総（代）会の議事録謄本 

２ 総（代）会の議案書 

総(代)会延期（流会）届 
細則第８条 

第７号 

１ 総（代）会延期（流会）の理由 

２ 次回開催予定年月日（延期の場合） 
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届出書等の名称 届出根拠 添付書類 

臨時総(代)会招集請求 

受理届 

細則第８条 

第11号 

１ 総（代）会招集にかかる会議の目的たる事項及び

招集の理由 

２ 請求の受理年月日 

３ 請求に対する措置予定 

事業休止届 
細則第８条 

第８号 

１ 事業休止の理由書 

２ 今後の措置予定 

事務所変更届 
細則第８条 

第５号 

登記事項証明書 

（主たる事務所に係るものに限る。（※）） 

施設等設置届 
細則第８条 

第５号 

設置施設等の所在地、設置年月日、設置目的、規模等

を記載した書面 

（共済関係） 

届出書等の名称 届出根拠 添付書類 

共済事業規約設定認可申請 
法第40条 

第５項 

１ 共済事業規約 

２ 共済事業規約設定の理由を記載した書面 

３ 設定を議決した総(代)会の議事録謄本 

共済事業規約変更認可申請 
法第40条 

第５項 

１ 共済事業規約変更の条項 

２ 共済事業規約変更の理由を記載した書面 

３ 変更の議決をした総(代)会の議事録謄本 

共済事業規約廃止認可申請 
法第40条 

第５項 

１ 共済事業規約 

２ 共済事業規約廃止の理由を記載した書面 

３ 廃止の議決をした総(代)会の議事録謄本 

○ 共済事業規約（設定・変更・廃止）認可申請書の添付書類については、規則第160条を参照してく

ださい。 

○ 貸付事業規約（設定・変更・廃止）認可申請については、別途、消費生活課指導グループ生協担当

まで御相談ください。 

 

※ 会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第 70 号。以下「会社法改正法」と

いう。）及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関す

る法律（令和元年法律第 71 号。以下「整備法」という。）が令和元年 12 月 11 日

に公布され、未施行となっていた会社法改正法附則第１条ただし書に掲げる規定

及び整備法附則第３号に掲げる規定が、令和４年９月１日に施行されました。 

具体的には、会社法改正法において、登記申請義務を負う会社の負担軽減等の観

点から、会社の支店所在地における登記に関する規定が削除されたことを踏まえ、

整備法において、法第 81 条から第 83 条までが削除され、これにより、組合は令和

４年９月１日から従たる事務所における登記が不要となっています。 

 

○ 解散、合併、継続等についての記載は省略しています。 

○ 議事録謄本は、議事録写しに理事長または代表理事の原本証明をしてください。 

なお、提出書類が複数枚になる場合は、袋とじの上、割印をするか、または各

ぺージに割印をしてください。  
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（３）申請書、届出書様式 

○ 主な申請書、届出書の様式は次のとおりです。ここに記載のないもの

については、消費生活課指導グループ生協担当までお問い合わせくださ

い。 

○ 提出期限は、法、法施行規則、施行細則により、それぞれ期間を守っ

てください。 

○ 県に直接提出する書類は、許可（認可）申請書については２部、届出

書は１部です。（政令市を経由する必要がある書類は、それぞれ 1 部追

加してください。） 

○ 添付書類に総（代）会、理事会の議事録謄本とあるのは、原本の写し

に理事長または代表理事が原本証明（署名）をして添付してください。  

なお、原本は、必ず生協で保存してください。（原本が県に送付され

る例が散見されます。） 
 

様式１ 定款変更認可申請書 

                                年  月  日 

 

神奈川県知事殿 

                     組合の所在地 

                     組 合 名             

                     代表理事氏名           

 
 

消費生活協同組合定款変更認可申請書 

 

 

  消費生活協同組合法第40条第４項の規定により、消費生活協同組合の定款変

更の認可を受けたいので、関係書類を添えて申請します。 

 
 
添付書類 

１ 定款変更の条項（新旧対照表を含む） 

２ 定款変更の理由書 

３ 定款変更を議決した総代会の議事録の謄本 

４ 事業計画書    

５ 財産目録    

６ 貸借対照表 

７ 公告及び催告をしたことを証する書面 

８ 弁済し、著しくは担保を供し、又は信託をしたことを証する書類 

 

問合せ先 

部課名      氏名 

電 話 

電子メール 

    ワンポイントアドバイス！ 

●県消費生活課から内諾を得ていますか。 

●４は、新たに事業を経営する場合に添付して

ください。 

●５から８は、出資一口の金額の減少の場合に

添付してください。 
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様式２ 員外利用許可申請書 

                                年  月  日 

 

神奈川県知事殿 

                     組合の所在地 

                     組 合 名             

                     代表理事氏名           

 

消費生活協同組合員外利用許可申請書 

 

  消費生活協同組合法第12条第４項の規定により、消費生活協同組合の員外利

用の許可を受けたいので、関係書類を添えて申請します。 

 

 

添付書類 

１ 事業の種類 

２ 組合員以外の者に事業を利用させる理由 

３ 組合員の事業の利用方法及び利用程度 

４ 組合員以外の者に事業を利用させる方法及び程度 

５ その他参考となる書類 

 

 

 

問合せ先 

部課名      氏名 

電 話 

電子メール 

 

 

 

 

  
 

    ワンポイント アドバイス！ 

 

●「別冊 員外利用編」を確認しましたか。 

員外利用許可申請についても記載しています。 
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様式３ 定款変更届  

 

 

                                年  月  日 

 

神奈川県知事 殿 

                     組合の所在地 

                     組 合 名              

                     代表理事氏名           

 

定 款 変 更 届 

 

  消費生活協同組合法第40条第８項の規定により、消費生活協同組合の定款を変

更しましたので、関係書類を添えて届け出ます。 

 

添付書類 

１ 定款変更の条項（新旧対照表を含む。） 

２ 定款変更の理由書 

３ 総（代）会の議事録謄本 

 

 

 

問合せ先 

部課名      氏名 

電 話 

電子メール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ワンポイント アドバイス！ 

 

●定款の変更で行政庁の認可を要しない場合は、次のとおりです。 

昭和23年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第１号 

消費生活協同組合法施行規則(抄) 

（組合の定款の変更の認可を要しない事項） 

第159条 法第40条第４項に規定する厚生労働省令で定める事項は、以下に掲げる事項とす

る。 

一 主たる事務所の所在地の変更（行政庁の変更を伴わないものに限る。）又は従たる

事務所の所在地の変更 

二 関係法令の改正（条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わない

ものに限る。）に伴う規定の整理 
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様式４ 規約（規則 細則）制定届  

 

 

                                年  月  日 

 

神奈川県知事 殿 

                     組合の所在地 

                     組 合 名              

                     代表理事氏名           

 

消費生活協同組合規約（規則 細則）制定届 

 

  消費生活協同組合法施行細則第８条第６号の規定により、規約（規則 細則）

を制定しましたので、関係書類を添えて届け出ます。 

 

添付書類 

１ 制定した規約（規則 細則）の全文 

２ 制定した理由書 

３ 総(代)会または理事会の議事録謄本 

 

 

 

 

問合せ先 

部課名      氏名 

電 話 

電子メール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 

 

 

  

 

    ワンポイント アドバイス！ 

 

●規約の制定には、総（代）会での議決が必要です。 

●規則（細則）制定には、理事会での議決が必要です。 
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様式５ 規約（規則 細則）変更届  

 

 

                                年  月  日 

 

神奈川県知事 殿 

                     組合の所在地 

                     組 合 名              

                     代表理事氏名           

 

消費生活協同組合規約（規則 細則）変更届 

 

  消費生活協同組合法施行細則第８条第６号の規定により、規約（規則 細則）

を変更しましたので、関係書類を添えて届け出ます。 

 

添付書類 

１ 設定した規約（規則 細則）の変更の条項 

２ 変更した理由書 

３ 総(代)会または理事会の議事録謄本 

 

 

 

問合せ先 

部課名      氏名 

電 話 

電子メール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    ワンポイント アドバイス！ 

 

●規約の変更には、総（代）会での議決が必要です。 

●規則（細則）の変更には、理事会での議決が必要です。 
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様式６ 規約（規則 細則）廃止届  

 

 

                                年  月  日 

 

神奈川県知事 殿 

                     組合の所在地 

                     組 合 名              

                     代表理事氏名           

 

消費生活協同組合規約（規則 細則）廃止届 

 

  消費生活協同組合法施行細則第８条第６号の規定により、規約（規則 細則）

を廃止しましたので、関係書類を添えて届け出ます。 

 

添付書類 

１ 廃止した理由書 

２ 総(代)会または理事会の議事録謄本 

 

 

問合せ先 

部課名      氏名 

電 話 

電子メール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    ワンポイント アドバイス！ 

 

●規約の廃止には、総（代）会での議決が必要です。 

●規則（細則）の廃止には、理事会での議決が必要です。 
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様式７ 役員選挙（選任）届  

 

 

                                年  月  日 

 

神奈川県知事 殿 

                     組合の所在地 

                     組 合 名              

                     代表理事氏名           

 

消費生活協同組合役員選挙（選任）届 

 

  消費生活協同組合法施行細則第３条の規定により、消費生活協同組合役員の選

挙（選任）について、関係書類を添えて届け出ます。 

 

添付書類 

１ 就任者の役職名、氏名、※１住所（または※２所属）及び就任年月日を記載した書面 

２ 退任者の役職名、氏名、退任年月日を記載した書面 

３ 総(代)会の議事録謄本 

 

 

 

 

問合せ先 

部課名      氏名 

電 話 

電子メール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   ワンポイントアドバイス！ 

※１ 供給事業を行う生協にあっては、大字までの住所（例：横浜市神奈川区鶴屋町、横

浜市中区日本大通 等）を記載してください。 

※２ 職域生協にあっては、職域の所属（例：大学教員●●学部、△△学部３年、生協職

員 等）を記載してください。 

※３ 員外理事（監事）の方がいる場合には、その方が分かるよう表示してください。 



- 28 - 

 

様式８ 役員変更届  

 

 

                                年  月  日 

 

神奈川県知事 殿 

                     組合の所在地 

                     組 合 名              

                     代表理事氏名           

 

消費生活協同組合役員変更届 

 

  消費生活協同組合法施行細則第８条第３号の規定により、別添の役員に変更が

ありましたので、関係書類を添えて届け出ます。 

 

添付書類 

１ 変更した者の氏名、住所等の新旧対照表 

２ 変更年月日及び理由を記載した書面 

 

 

 

 

問合せ先 

部課名      氏名 

電 話 

電子メール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    ワンポイント アドバイス！ 

 

●役員の「姓」、「住所」等の変更があった場合は、この様式で提出してください。 

●役員を選挙（選任）した場合は、「様式７ 役員選挙（選任）届」を提出してください。 
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様式９ 常任役員届  

 

 

                                年  月  日 

 

神奈川県知事 殿 

                     組合の所在地 

                     組 合 名              

                     代表理事氏名           

 

常任役員届 

 

  消費生活協同組合法施行細則第８条第４号の規定により、常任役員を決定しま

したので、関係書類を添えて届け出ます。 

 

添付書類 

１ 常任役員の役職名、氏名 

２ 理事会の議事録謄本 

 

 

 

 

問合せ先 

部課名      氏名 

電 話 

電子メール 

 

  

 

    ワンポイント アドバイス！ 

 

●常任役員を選任したときに御提出ください。（選任しないときは、提出不要です。） 

●理事会議事録謄本で常任役員になった方の氏名が確認できない場合には、当該理事会の

議案書も併せて御提出ください。 
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様式10 総代会終了届  

 

 

                                年  月  日 

 

神奈川県知事 殿 

                     組合の所在地 

                     組 合 名              

                     代表理事氏名           

 

消費生活協同組合総代会終了届 

 

  消費生活協同組合法施行細則第２条の規定により、消費生活協同組合の総代会終

了について、関係書類を添えて届け出ます。 

 

添付書類 

１ 総代会の議事録謄本 

２ 総代会の議案書 

 

 

 

問合せ先 

部課名      氏名 

電 話 

電子メール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ワンポイント アドバイス！ 

 

●臨時総代会についても、終了後２週間以内に総代会終了届の提出が必要です。 
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様式11 役員辞任（解任）届  

 

 

                            年  月  日 

 

神奈川県知事 殿 

                     組合の所在地 

                     組 合 名              

                     代表理事氏名           

 

消費生活協同組合役員辞任（解任）届 

 

  消費生活協同組合法施行細則第８条第３号の規定により、別添の役員が辞任

（解任）したので、関係書類を添えて届け出ます。 

 

添付書類 

１ 辞任（解任）者の役職名、氏名、辞任（解任）年月日を記載した書面 

２ 総（代）会の議事録謄本 

 

 

 

 

 

問合せ先 

部課名      氏名 

電 話 

電子メール 

 

    ワンポイントアドバイス！ 

●役員の任期を待たず、自ら役員を辞任したときは、速やかに辞任届を御提出くださ

い。 

●「辞任（解任）」については、届出事由により不要なものを削除してください。 

●総（代）会の議事録謄本は、解任届として提出するときに添付してください。 
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様式12 役員登記完了届  

 

 

                            年  月  日 

 

神奈川県知事 殿 

                     組合の所在地 

                     組 合 名              

                     代表理事氏名           

 

消費生活協同組合役員登記完了届 

 

  消費生活協同組合法施行細則第８条第２号の規定により、役員登記が完了した

ので、関係書類を添えて届け出ます。 

 

添付書類 

１ 登記事項証明書 

 

 

 

問合せ先 

部課名      氏名 

電 話 

電子メール 

 

 

  

    ワンポイントアドバイス！ 

●登記事項証明書は、原本の添付が必要です。 
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様式 13 共済事業規約（設定・変更・廃止）認可申請書 

                            年  月  日 

 

 

神奈川県知事殿 

                     組合の所在地 

                     組 合 名             

                     代表理事氏名           

 
 

消費生活協同組合共済事業規約（設定・変更・廃止）認可申請書 

 

  消費生活協同組合法第40条第５項の規定により、消費生活協同組合の共済事

業規約の（設定・変更・廃止）認可を受けたいので、関係書類を添えて申請しま

す。 

 
 
添付書類 

１ 共済事業規約（変更認可申請の場合は、共済事業規約変更の条項） 

２ 共済事業規約（設定・変更・廃止）の理由を記載した書面 

３ 共済事業規約の（設定・変更・廃止）を議決した総代会の議事録の謄本 

   

 

 

 

問合せ先 

部課名      氏名 

電 話 

電子メール 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    ワンポイントアドバイス！ 

●「（設定・変更・廃止）」については、申請事由により不要なものを削除してください。 

●「設定」、「変更」、「廃止」のいずれも総（代）会での議決が必要となります。 
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様式14 事務所変更届  

 

 

                            年  月  日 

 

神奈川県知事 殿 

                     組合の所在地 

                     組 合 名              

                     代表理事氏名           

 

消費生活協同組合事務所変更届 

 

  消費生活協同組合法施行細則第８条第５号の規定により、事務所を変更しまし

たので、関係書類を添えて届け出ます。 

 

 

種   別 （新）所在地 （旧）所在地 変更事由 

主たる事務所    

従たる事務所    

 

添付書類 

１ 登記事項証明書（主たる事務所に係るものに限る。） 

 

 

 

問合せ先 

部課名      氏名 

電 話 

電子メール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    ワンポイント アドバイス！ 

 

●「変更事由」は、「移転」、「住居表示の変更」、「閉鎖」等、変更届を提出すること

となった理由を記載してください。 

●登記事項証明書は原本の提出が必要です。 

●従たる事務所の変更についても届出が必要です。（添付書類はありません。） 
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様式15 定款変更登記完了届  

 

 

                            年  月  日 

 

神奈川県知事 殿 

                     組合の所在地 

                     組 合 名              

                     代表理事氏名           

 

消費生活協同組合定款変更登記完了届 

 

  消費生活協同組合法施行細則第８条第１号の規定により、定款変更の登記が完

了したので、関係書類を添えて届け出ます。 

 

添付書類 

１ 登記事項証明書 

 

 

 

問合せ先 

部課名      氏名 

電 話 

電子メール 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    ワンポイント アドバイス！ 

 

●登記事項証明書は原本の提出が必要です。 

●変更後２週間以内に登記しなければなりません。 
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消費生活協同組合法施行細則 

昭和39年３月６日 

規則第９号 

改正 昭和57年５月31日規則第50号 平成12年３月31日規則第71号 

   平成19年３月30日規則第49号 平成20年３月31日規則第22号 

   平成20年４月28日規則第46号 平成20年７月25日規則第79号 

   平成22年３月23日規則第12号 令和３年２月26日規則第14号 

 

消費生活協同組合法施行細則をここに公布する。 

消費生活協同組合法施行細則 

（趣旨） 

第１条 消費生活協同組合法（昭和23年法律第200号。以下「法」という。）の施行について

は、消費生活協同組合法施行規則（昭和23年大蔵省令、法務庁令、厚生省令、農林省令第１

号）に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 

 

（総会に関する届出） 

第２条 消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会（以下「組合」と総称する。）は、総会

又は総代会が終了したときは、２週間以内に、その旨を議事録を添えて知事に届け出なければ

ならない。 

２ 前項の場合において、法第40条第１項第４号及び第５号に掲げる事項を議決したときは、

その関係書類を提出しなければならない。 

 

（役員選挙の届出） 

第３条 組合は、法第28条第１項の規定により役員の選挙を行なつたときは、その旨を関係書

類を添えて知事に届け出なければならない。 

 

（書類の整理） 

第４条 組合は、その事業及び財産の状況を明らかにするため、法第25条の２第２項、第26条

の５第１項、第31条の９第９項及び第45条第２項に定める書類のほか、次の各号に掲げる書

類を備え置かなければならない。 

(１) 各組合 役職員名簿（総代を置く組合においては、総代を含む。）、剰余金処分明細書

（損失処理明細書）、元帳、伝票及び現金出納簿 

(２) 物資を購入して供給する組合 供給物資仕入簿又は供給物資仕入関係伝票及び棚卸台   

  帳 

(３) 物資の加工又は生産を行って供給する組合 供給物資加工台帳又は供給物資生産台帳 

(４) 協同施設の利用事業を行う組合 利用事業経理簿 

(５) 共済の事業を行う組合 共済掛金経理簿、共済金支払関係簿、積立金関係経理簿及び再

共済経理簿 

２ 組合は、前項各号に掲げる書類の備付けに代えて当該書類に係る電磁的記録（電子的方式、

磁気的方式その他人の知覚によっては確認することができない方式で作られる記録であって、 

電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。）の備付けを行うことがで

きる。この場合において、当該組合は、次に掲げるいずれかの方法により備付けを行わなけれ

ばならない。 
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(１) 作成された電磁的記録を当該備付けを行う組合の使用に係る電子計算機に備えられたフ

ァイル又は磁気ディスクその他これに記録する方法に準ずる方法により一定の事項を確実

に記録しておくことができる物（以下「磁気ディスク等」という。）をもつて調製するフ

ァイルにより備付けを行う方法 

(２) 書類に記載されている事項をスキャナ（これに準ずる画像読取装置を含む。）により読

み取つてできた電磁的記録を、当該備付けを行う組合の使用に係る電子計算機に備えられ

たファイル又は磁気ディスク等をもつて調製するファイルにより備付けを行う方法 

３ 組合が、前項に規定する電磁的記録の備付けを行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録さ

れた事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で当該組合の使用に係る電子

計算機その他の機器に表示及び書類の作成をすることができなければならない。 

４ 組合は、第１項各号に掲げる書類の作成に代えて当該書類に係る電磁的記録の作成を行うこ

とができる。この場合において、当該組合は、当該組合の使用に係る電子計算機に備えられた

ファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもつて調製する方法により作成を行わなければ

ならない。 

 

第５条 組合は、次の各号に掲げる書類（当該書類が電磁的記録で作成されている場合にあって

は、当該電磁的記録）の整理をしておかなければならない。 

(１) 組合員名簿及び加入脱退整理簿 

(２) 定款、諸規程及び例規関係書類 

(３) 総会又は総代会、役員会その他会議に関する書類及び議事録 

(４) 事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分（損失処理）関係簿 

(５) 試算表 

(６) 事業計画及び収支予算書 

(７) 監査及び事務引継関係書類 

(８) 許可及び認可に関する書類 

(９) 報告及び届出に関する書類 

(10) 登記関係書類 

(11) 契約関係書類 

(12) 雑書類 

 

（自治監査） 

第６条 監事は、毎事業年度、少なくとも６箇月ごとに組合の業務及び財産の状況について定期

監査を行い、監査報告書を作成し、これを主たる事務所に備え、かつ、理事会に出席し、監査

に基づく意見を述べるとともに、監査終了の日から２週間以内に当該監査の結果を知事に報告

しなければならない。 

 

（事務引継ぎ） 

第７条 組合を代表する理事又は業務を執行する理事が異動したときは、監査立会いの上、事務

の引き継ぎを行い、その引継書を主たる事務所に備えておかなければならない。 

２ 組合は、前項の引継書の備付けに代えて当該引継書に係る電磁的記録の備付けを行うことが

できる。この場合においては、第４条第２項後段、第３項及び第４項の規定を準用する。 

（届出事項） 

第８条 組合は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なくその旨を知事に届け出なけ

ればならない。この場合において、第７号から第11号までの場合にあっては、その理由を併

せ届け出なければならない。 
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(１) 設立、解散、合併、清算結了又は定款変更の登記の手続が終わったとき。 

(２) 役員の選任後登記の手続が終わったとき。 

(３) 解任、辞任その他の理由により、理事又は監事の氏名及び住所に変更のあつたとき。 

(４) 常任役員を決めたとき。 

(５) 主たる事務所又は従たる事務所を変更したとき並びに利用事業の施設及び配給所の設置

を行つたとき。 

(６) 役員選挙規約、総会議事規則、事務執行に関する規則その他の諸規程を制定し、又は改

廃したとき。 

(７) 定款に定める時期に通常総会又は通常総代会を開会することができないとき。 

(８) 事業を休止しようとし、又は休止したとき。 

(９) 組合についての破産手続開始の申立てをし、又は破産手続開始の決定を受けたとき。 

(10) 定款に定める解散の理由が発生したとき。 

(11) 法第35条第２項又は法第33条第１項の規定による請求があつたとき。 

 

（共済金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準） 

第９条 法第50条の５の規定により知事が定める共済金等の支払能力の充実の状況が適当であ

るかどうかの基準は、消費生活協同組合法施行規程（平成20年厚生労働省告示第139号）第

４条の２に規定する基準とする。 

 

（実施規定） 

第10条 この規則に定めるもののほか、届出の様式その他必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ 消費生活協同組合法施行細則（昭和23年神奈川県規則第75号）は、廃止する。 

附 則（昭和57年５月31日規則第50号） 

この規則は、昭和57年６月１日から施行する。 

附 則（平成12年３月31日規則第71号） 

１ この規則は、平成12年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の日前に開始した事業年度に係る自治監査については、改正後の第６条の規

定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則（平成19年３月30日規則第49号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成20年３月31日規則第22号） 

この規則は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則（平成20年４月28日規則第46号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成20年７月25日規則第79号） 

この規則は、平成20年12月１日から施行する。 

附 則（平成22年３月23日規則第12号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和３年２月26日規則第14号） 

この規則は、令和３年３月１日から施行する。  
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５ 神奈川県消費生活協同組合名簿（県所管）  

番

号 

種

類 
組 合 名 

郵便

番号 
住    所 電 話 

1 
地

域 
神奈川みなみ医療生活協同組合 

238-

0032 
横須賀市平作７-１０-２７ 046-853-8105 

2 
地

域 
横浜市民共済生活協同組合 

231-

0021 

横浜市中区日本大通５８ 

日本大通ビル８階 
045-662-0732 

3 
地

域 

全国共済神奈川県生活協同組合                                                                                                                        

(全国共済） 

231-

0014 
横浜市中区常盤町５-６０ 045-222-3070 

4 
地

域 

神奈川県労働者共済生活協同組合 

（全労済神奈川県本部） 

222-

0033 
横浜市港北区新横浜２-４-９  045-473-3843 

5 
地

域 
医療生協かながわ生活協同組合 

244-

0003 
横浜市戸塚区戸塚町３８８０-２  045-862-9244 

6 
地

域 
川崎医療生活協同組合 

210-

0804 

川崎市川崎区藤崎４-２１-１ 

協同ふじさきクリニック４階 
044-270-5881 

7 
地

域 
生活クラブ生活協同組合・神奈川 

222-

0033 

横浜市港北区新横浜２-２-１５ 

パレアナビル５階 
045-474-0985 

8 
地

域 
神奈川県民共済生活協同組合 

231-

8418 
横浜市中区桜木町１-１-８-２ 045-201-3051 

9 
地

域 
神奈川北央医療生活協同組合 

252-

0303 

相模原市南区相模大野６-２-１１ 

さがみ生協眼科・内科３階 
042-748-2261 

10 
地

域 
生活協同組合パルシステム神奈川 

222-

0033 

横浜市港北区新横浜３-１８-１６

新横浜交通ビル 
045-470-4170 

11 
地

域 
神奈川県勤労者医療生活協同組合 

221-

0056 
横浜市神奈川区金港町７-６ 045-453-3673 

12 
地

域 
やまゆり生活協同組合 

243-

0425 
海老名市中野２-１１-２ 046-237-3330 

13 
地

域 
生活協同組合うらがＣＯ－ＯＰ 

239-

0822 
横須賀市浦賀６-２-１８ 046-843-6311 

14 
地

域 

生活協同組合             

ナチュラルコープヨコハマ 

244-

0842 
横浜市栄区飯島町２５９－１ 045-895-2525 

15 
地

域 
福祉クラブ生活協同組合 

223-

0057 
横浜市港北区新羽町８６８ 045-547-1400 

16 
地

域 
神奈川高齢者生活協同組合 

231-

0047 

横浜市中区羽衣町２-７-１０ 

関内駅前マークビル５階 
045-663-8825 

17 
地

域 
横浜北生活クラブ生活協同組合 

224-

0042 
横浜市都筑区大熊町１８７－１ 045-548-3280 

18 
地

域 
横浜みなみ生活クラブ生活協同組合 

241-

0025 

横浜市旭区四季美台１９-２ 

生活クラブ旭センター 
045-365-2511 

19 
地

域 
かわさき生活クラブ生活協同組合 

216-

0033 

川崎市宮前区宮崎２-１-１ 

生活クラブ高津センター 
044-854-3713 
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番

号 

種

類 
組 合 名 

郵便

番号 
住    所 電 話 

20 
地

域 
湘南生活クラブ生活協同組合 

253-

0002 
茅ヶ崎市高田４-５-３９ ２階 0467-53-2211 

21 
地

域 
さがみ生活クラブ生活協同組合 

252-

0235 
相模原市中央区相生３-９-２３ 042-759-4491 

22 
地

域 
生活協同組合かながわ住宅コープ 

231-

0005 

横浜市中区本町６-５２ 

本町アンバービル９階 
045-227-7327 

23 
職

域 
慶應義塾生活協同組合 

223-

0061 
横浜市港北区日吉４-１-１ 045-563-8489 

24 
職

域 
横浜市立大学生活協同組合 

236-

0027 
横浜市金沢区瀬戸２２-２  045-786-0199 

25 
職

域 
横浜国立大学生活協同組合 

240-

8501 
横浜市保土ヶ谷区常盤台７９-１０  045-331-5217 

26 
職

域 
麻布大学生活協同組合 

252-

0206 
相模原市中央区淵野辺１-１７-７１ 042-754-1380 

27 
職

域 
神奈川大学生活協同組合 

221-

0802 
横浜市神奈川区六角橋４-７-３  045-481-5688 

28 
職

域 
横浜消防生活協同組合 

240-

0001 
横浜市保土ヶ谷区川辺町２-２０  045-334-6404 

29 
職

域 
川崎市職員生活協同組合 

210-

0005 

川崎市川崎区東田町５-１ 

市労連会館３階 
044-211-6190 

30 
職

域 
宇宙科学研究所生活協同組合 

252-

5210 
相模原市中央区由野台３-１-１ 042-751-0336 

31 
職

域 
東京工芸大学生活協同組合 

243-

0297 
厚木市飯山南５－４５－１ 046-242-8271 

32 
職

域 
相模原市職員生活協同組合 

252-

0239 
相模原市中央区中央２-１０-８  042-758-0175 

33 
連
合
会 

神奈川県生活協同組合連合会 
222-

0033 

横浜市港北区新横浜２-６-１３ 

新横浜ステーションビル９階 
045-473-1031 

  

 

 

  電子メール：jigyosya.syohi@pref.kanagawa.lg.jp 

  電話：０４５－３１２－１１２１（代表）内線 2632．2631 

（閉庁日を除く、８:30～12:00／13:00～17:15） 

◆ 交通事故や個人情報の流出または、紛失等の事故が発生した場合には、事

故発生を確認後、速報として電子メールまたは電話で報告をお願いします。 

◆ この手引きや申請、届出様式は消費生活課のホームページからダウンロー

ドができます（これまでに発出した通知も掲載しています。） 

●消費生活課ホームページ： 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/r7b/cnt/f536079/seikyokankeisya.html 

神奈川県消費生活課指導グループの連絡先（事故の報告もこちらへ） 

mailto:jigyosya.syohi@pref.kanagawa.lg.jp
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/r7b/cnt/f536079/seikyokankeisya.html
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